
瀧
川
事
件
の
一
問
題
点

　
　
　
　
一
小
西
解
決
案
と
佐
々
木
惣
一
一
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松

尾

尊

は
　
じ
　
め
　
に

　
大
学
自
治
の
歴
史
の
み
な
ら
ず
、
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
成
立
史
の
上
で
重
要

な
意
味
を
も
つ
一
九
三
三
年
の
瀧
川
事
件
に
は
、
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い

幾
つ
か
の
問
題
点
が
残
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
当
時
議
会
で
問
題
と
な
っ

た
「
赤
化
教
授
」
は
ほ
か
に
も
い
た
の
に
、
な
ぜ
瀧
川
幸
辰
だ
け
が
処
分
の

対
象
に
な
っ
た
の
か
。
瀧
川
処
分
抗
議
運
動
の
に
な
い
手
と
な
っ
た
全
国
的

学
生
運
動
の
構
造
如
何
。
こ
の
間
題
に
対
す
る
世
論
の
動
向
は
、
等
々
。
本

稿
で
と
り
あ
げ
る
小
西
解
決
案
の
成
立
過
程
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
一
九
三
三
年
五
月
二
六
日
目
文
部
省
が
断
行
し
た
瀧
川
教
授
休
職
処
分
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

即
日
、
京
大
法
学
部
教
官
一
同
の
い
っ
せ
い
辞
表
提
出
の
皇
帝
を
生
ん
だ
。

と
き
の
京
大
総
長
小
西
面
影
は
局
面
打
開
の
た
め
六
月
九
日
よ
り
三
園
に
わ

た
り
文
部
省
首
脳
部
と
交
渉
を
行
い
、
同
十
四
日
、
小
西
の
要
望
に
鳩
山
一

郎
文
相
が
言
明
を
与
え
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
一
つ
の
解
決
案
が
公
表
さ
れ

た
。
い
わ
ゆ
る
小
西
解
決
案
が
こ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
法
学
部
教
官

団
の
拒
否
に
あ
い
、
総
長
は
辞
職
し
、
結
局
七
月
七
日
に
登
場
し
た
次
期
総

長
松
井
元
興
の
手
に
よ
り
半
数
の
教
授
の
辞
表
の
み
が
通
達
・
受
理
さ
れ
、

周
知
の
教
官
団
分
裂
と
い
う
事
件
の
終
末
を
迎
え
る
に
い
た
る
。
小
西
解
決

案
は
瀧
川
事
件
の
大
き
な
山
場
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
当
時
、
小
西
解
決
案
は
法
学
部
教
官
団
の
事
実
上
の
総
帥
た
る
佐

々
木
惣
一
の
進
言
に
も
と
づ
い
た
も
の
だ
と
か
、
さ
ら
に
は
「
解
決
案
の
協

定
以
前
に
佐
々
木
教
授
は
小
西
総
長
に
了
解
を
あ
た
へ
た
さ
う
だ
」
と
の
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

マ
が
学
内
外
に
つ
た
え
ら
れ
た
。
六
月
二
五
日
付
の
『
大
阪
時
事
薪
報
』
の

ご
と
き
は
、
小
西
が
辞
表
を
出
し
た
の
は
「
問
題
の
覚
書
に
対
し
一
度
諒
解

を
あ
た
へ
た
佐
々
木
惣
一
教
授
が
小
西
総
長
を
裏
切
て
例
の
声
明
書
を
発
表

し
て
法
学
部
教
授
等
は
辞
表
を
撤
回
し
得
ず
の
意
思
表
示
を
し
た
創
め
、
助
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教
授
講
師
等
が
小
西
総
長
を
そ
の
自
邸
に
訪
問
し
、
辞
表
撤
回
不
問
意
を
蓑

明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
を
一
層
紛
糾
せ
し
め
解
決
不
能
の
一
石
を
投
じ

た
」
め
」
で
あ
る
と
報
じ
て
い
る
。

　
法
学
部
教
授
闘
の
中
で
も
佐
々
木
と
親
し
か
っ
た
恒
藤
恭
は
『
帝
国
大
学

新
聞
』
（
東
大
）
七
月
一
〇
日
付
に
「
『
解
決
案
』
に
関
す
る
虚
報
を
匡
す
」

（
佐
々
木
惣
一
編
『
京
大
事
件
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
三
年
、
所
収
）
の
一

文
を
草
し
、
佐
々
木
が
小
西
に
対
し
「
問
題
の
正
当
な
る
解
決
の
仕
方
に
関

す
る
」
「
意
見
の
要
旨
を
し
た
」
め
た
書
面
」
を
送
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、

そ
れ
と
小
西
解
決
案
の
内
容
と
は
「
全
く
相
こ
と
な
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と

を
明
ら
か
に
し
、
か
つ
、
小
西
解
決
案
は
、
新
聞
記
者
発
表
に
先
立
っ
て
佐

々
木
に
電
話
で
通
告
し
た
に
過
ぎ
ず
、
佐
々
木
が
「
総
長
に
了
解
を
あ
た
へ

た
や
う
な
こ
と
は
絶
対
に
無
い
」
と
断
言
し
た
。

　
過
張
を
語
る
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
佐
々
木
は
、
と
く
に
瀧
川
事
件
に
つ

い
て
は
口
を
絨
し
た
ま
ま
世
を
去
っ
た
。
恒
藤
は
、
佐
々
木
が
小
西
に
送
っ

た
書
面
は
「
い
つ
れ
他
日
、
教
授
が
み
つ
か
ら
公
表
さ
れ
る
で
あ
ら
う
」
と

書
い
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
書
面
を
私
は
、
佐

々
木
の
遺
族
の
手
許
に
の
こ
さ
れ
た
瀧
川
事
件
関
係
資
料
の
中
に
発
効
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

　
本
稿
は
右
の
佐
々
木
惣
一
関
係
文
書
（
以
下
佐
々
木
文
書
と
略
す
）
お
よ

び
、
小
西
の
側
近
た
る
加
藤
仁
平
著
『
小
西
重
直
の
生
涯
と
思
想
』
（
黎
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

書
房
、
一
九
六
七
年
、
以
下
加
藤
本
と
略
す
）
所
収
の
、
当
隣
の
著
者
の
手

記
の
要
約
と
当
時
小
西
重
直
の
記
し
た
メ
エ
、
（
小
西
メ
モ
）
な
ど
に
よ
り
、

小
西
解
決
案
と
佐
々
木
と
の
関
係
、
お
よ
び
小
西
解
決
案
発
表
よ
り
松
井
新

総
長
登
場
に
い
た
る
間
の
局
面
打
開
の
動
き
に
つ
い
て
解
明
を
試
み
る
。

　
な
お
、
本
稿
作
成
に
つ
い
て
は
、
加
藤
仁
平
・
盛
秀
雄
・
小
嶋
一
夫
・
竹

中
靖
雄
、
お
よ
び
と
く
に
八
重
邦
夫
の
諸
氏
の
ご
援
助
を
得
た
。
記
し
て
謝

意
を
表
す
る
。

一
　
総
長
上
京
と
佐
々
木
案

　
小
西
総
長
は
瀧
川
処
分
の
翌
々
五
月
二
八
日
、
文
相
鳩
山
一
郎
に
面
会
し

て
辞
任
を
申
出
た
が
、
慰
留
さ
れ
、
一
旦
帰
洛
し
て
評
議
会
に
諮
っ
た
上
進

退
を
決
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
総
長
の
辞
意
固
し
と
み
て
、
す
で
に
後
任
選

挙
の
手
筈
を
と
と
の
え
て
い
た
学
部
長
や
評
議
員
も
改
め
て
総
長
留
任
を
要

請
し
、
小
西
は
二
九
日
午
前
の
評
議
会
で
、
留
任
し
て
問
題
解
決
に
当
る
旨

を
表
明
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
同
日
午
後
、
各
学
部
で
い
っ
せ
い
に
開
か
れ

た
教
授
会
は
、
い
つ
れ
も
総
長
留
任
を
多
と
し
、
総
長
へ
の
協
力
を
申
合
せ

た
と
い
う
（
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
・
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
i
以
下
『
大
朝
』
・

『
大
毎
』
の
ご
と
く
略
す
i
5
・
3
0
）
。
一
方
、
法
学
部
教
授
会
で
は
「
瀧

川
教
授
の
復
職
が
認
め
ら
れ
ぬ
以
上
は
断
じ
て
如
何
な
る
勧
告
に
も
癒
じ
な

い
」
と
初
志
貫
徹
を
誓
っ
た
と
い
う
（
『
中
外
貝
報
』
5
・
3
0
）
。
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、
評
議
員
の
意
を
体
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
羽
田
亨
（
文
）
本
野
亨

（
工
）
戸
田
正
三
（
医
）
の
三
学
部
長
は
上
京
し
、
六
月
一
日
・
二
日
と
二

回
に
わ
た
り
文
部
省
首
脳
と
会
談
し
た
。
『
大
朝
』
（
6
・
2
）
の
報
ず
る
三

教
授
車
中
談
に
よ
れ
ば
、
収
拾
策
と
し
て
の
瀧
川
の
条
件
付
復
職
の
可
能
性

打
診
が
目
的
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
文
部
省
側
の
態
度
は
固
く
、
わ
ず

か
に
、
文
部
省
と
し
て
は
、
啄
さ
れ
る
よ
う
な
京
大
法
学
部
閉
鎖
は
考
え
て

い
な
い
と
い
う
書
明
を
与
え
た
に
と
ど
ま
っ
た
ご
と
く
で
あ
る
。

　
会
談
の
結
果
は
二
日
夜
小
西
総
長
、
翌
三
日
六
学
部
長
懇
談
会
お
よ
び
評

　
　
　
　
④

議
員
懇
談
会
で
報
告
さ
れ
、
以
後
評
議
員
た
ち
お
よ
び
新
城
新
蔵
前
総
長

（
福
島
中
学
に
お
け
る
小
西
の
先
輩
）
ほ
か
学
内
有
力
者
た
ち
は
法
学
部
教

授
の
「
軟
化
運
動
」
（
『
大
朝
』
6
・
7
）
に
っ
と
め
た
。
こ
の
間
、
六
月
二

日
の
経
済
学
部
学
生
の
高
代
会
議
（
出
身
高
校
別
代
表
老
会
議
一
宮
立
処
分

反
対
の
学
生
運
動
の
基
本
組
織
）
に
出
席
し
た
山
本
美
越
乃
学
部
長
は
、
「
瀧

川
教
授
休
職
問
題
と
大
学
自
治
、
研
究
自
由
問
題
と
を
切
離
し
て
解
決
し
た

い
」
と
雷
明
し
た
と
っ
た
え
ら
れ
る
が
（
『
大
朝
』
6
・
3
）
、
こ
の
考
え
方

は
評
議
員
の
大
半
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
の
ち
の
小
西
解
決

案
の
趣
旨
に
合
致
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
・
一
方
小
西
も
連
日
法
学
都
教
授
を
歴
訪
し
て
意
見
を
求
め
た
（
同
上
、
6

・
9
）
。
そ
の
中
で
も
っ
と
も
重
視
し
た
の
は
法
学
部
硬
派
の
酋
脳
佐
々
木

惣
一
の
見
解
で
あ
っ
た
。
小
西
が
佐
々
木
を
た
ず
ね
た
の
は
六
月
七
日
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
の
情
景
を
前
出
恒
藤
「
『
解
決
案
』
に
関
す
る
虚
報

を
匡
す
」
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
（
私
が
親
し
く
佐
々
木
教
授
か
ら
聞
知
し
た
所
に
よ
れ
ば
）
そ
の
際
、
総

　
長
か
ら
請
は
れ
る
ま
」
に
教
授
は
、
今
回
の
問
題
の
正
当
な
る
解
決
の
仕

　
方
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
と
意
見
を
述
べ
ら
れ
た
。
総
長
は
こ
れ
を
聴
い

　
て
非
常
に
よ
ろ
こ
ば
れ
、
教
授
の
手
を
か
た
く
握
っ
て
、
問
題
の
正
し
い

　
解
決
の
た
め
に
大
に
努
力
す
べ
き
旨
を
か
た
っ
た
。
な
ほ
、
そ
の
後
、
佐

　
々
木
花
授
は
念
の
た
め
に
使
者
を
総
長
の
も
と
に
派
し
て
、
問
題
の
正
当

　
な
る
解
決
の
仕
方
に
関
す
る
同
教
授
の
意
見
の
要
旨
を
し
た
」
め
た
悪
露

　
を
総
長
に
送
っ
た
。

　
加
藤
本
（
二
九
九
ペ
ー
ジ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

文
書
中
の
草
案
と
一
致
す
る
。

　
　
文
部
省
側
ノ
処
置

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
の
書
薗
は
、
佐
々
木

一
　
文
部
大
臣
ハ
総
長
二
向
テ
次
ノ
如
ク
言
明
ス
ル
事
。
「
文
部
大
臣

　
ハ
今
回
ノ
事
件
二
関
シ
法
学
部
教
授
ノ
主
張
シ
タ
ル
所
ヲ
妥
当
ト
シ
、

将
来
ノ
措
置
二
黒
其
ノ
主
張
ノ
精
神
ヲ
重
ジ
、
大
学
令
ノ
範
囲
内
二

千
ケ
ル
研
究
ノ
自
由
（
教
授
ノ
自
由
ヲ
含
ム
）
及
ビ
教
授
ノ
進
退
二

関
ス
ル
大
学
ノ
自
治
ノ
確
立
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
承
認
ス
。

　
「
妥
当
ト
シ
」
ノ
文
雷
ハ
、
場
合
二
依
テ
「
諒
ト
シ
」
ト
改
ム
ル
モ
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巴
ム
ヲ
得
ズ
。

　
　
一
　
文
部
大
臣
ハ
、
総
長
が
前
記
文
部
大
臣
ノ
言
明
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ

　
　
　
公
蓑
シ
、
且
其
ノ
公
表
二
際
シ
テ
左
記
ノ
説
明
ヲ
付
加
ス
ル
コ
ト
ニ

　
　
　
付
、
臨
課
解
ヲ
与
フ
ル
事
。

　
　
　
「
尚
瀧
川
教
授
復
職
ノ
事
ハ
、
文
部
大
臣
二
於
テ
之
ヲ
考
慮
シ
、
今

　
　
後
ノ
事
椿
旧
二
依
テ
決
ス
ル
ノ
｛
恵
ア
ル
コ
ト
ヲ
一
面
シ
タ
リ
。
」

　
こ
の
内
容
は
、
明
ら
か
に
文
部
大
臣
の
詫
証
文
で
あ
る
。
法
学
部
が
譲
っ

て
い
る
の
は
、
瀧
川
教
授
の
復
職
を
即
時
で
は
な
く
、
今
後
の
問
題
と
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
文
相
に
単
に
研
究
の
自
由
と
大
学
の
自
治
を
抽
象
的
に
承

認
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
承
認
の
あ
か
し
と
し
て
、
瀧
川
処
分
の
将

来
の
撤
回
を
約
束
さ
せ
る
の
が
、
こ
の
佐
々
木
案
の
眼
目
な
の
で
あ
っ
た
。

　
な
お
佐
々
木
の
前
記
草
案
の
入
っ
て
い
る
六
月
七
日
付
の
封
筒
に
は
こ
れ

に
続
く
部
分
も
入
っ
て
い
る
。

　
大
学
側
ノ
処
澱
　
其
ノ
一

　
　
総
長
ノ
処
置

一
　
…
法
学
部
長
ヲ
通
ジ
テ
法
学
部
一
同
二
向
テ
左
ノ
趣
旨
ヲ
述
ル
事

総
…
長
ハ
今
・
回
ノ
事
件
二
関
シ
法
学
部
ノ
主
張
シ
タ
ル
所
ト
意
見
ヲ
同
ジ

ウ
ス
。
法
学
部
以
外
ノ
学
部
二
在
テ
モ
法
学
部
教
授
ノ
主
張
二
賛
成
シ
、

又
ハ
之
ヲ
諒
ト
ス
ル
教
授
ノ
存
ス
ル
コ
ト
ヲ
信
ズ
。

一
　
総
長
ハ
法
学
部
長
ヲ
通
ジ
法
学
部
教
授
二
向
テ
前
記
文
部
大
臣
ノ
言

明
ア
リ
タ
ル
コ
ト
及
ビ
、
別
記
説
明
二
関
ス
ル
諒
解
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ

述
べ
、
辞
蓑
ノ
撤
回
ヲ
希
望
ス
ル
事

法
学
部
教
授
ノ
処
置

一
　
法
学
部
ハ
総
長
ノ
希
望
ノ
伝
達
ヲ
受
ケ
タ
ル
後
教
授
会
ヲ
開
キ
、
其

　
ノ
軸
談
淡
［
二
依
テ
一
同
辞
表
ヲ
撤
回
ス
ル
事

報
告
、
希
望
公
表

一
　
総
長
よ
り

（一

j
　
評
議
会
に
向
て

　
「
文
部
大
臣
ノ
言
明
及
ビ
附
加
説
明
ノ
諒
解
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
法
学
部

　
教
授
二
述
べ
、
其
ノ
辞
表
ノ
撤
回
ヲ
希
望
シ
タ
ル
処
、
同
教
授
一
同
辞

　
表
ヲ
撤
回
セ
リ
」

（
二
）
　
法
学
部
長
に
向
て

　
「
学
生
ヲ
シ
テ
旧
二
復
シ
テ
学
習
セ
シ
ム
ル
ヤ
ウ
努
力
方
ヲ
希
望
ス
ル

　
事

二
　
法
学
部
よ
り
学
生
に
向
て
左
記
の
趣
旨
の
報
告
を
為
す
事

　
「
総
長
工
法
嵩
子
煎
即
甜
教
授
A
ゴ
回
ノ
［
U
n
］
剛
柔
囚
シ
、
法
師
・
藪
即
副
教
M
技
ノ
主
張
シ

　
タ
ル
所
ト
意
見
ヲ
同
ジ
ウ
ス
ル
コ
ト
及
ビ
法
勝
ず
部
以
　
外
ノ
吟
ず
部
二
丁
テ

　
モ
法
学
部
教
授
ノ
主
張
丘
賛
成
シ
タ
ル
コ
ト
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「
総
長
ハ
法
学
部
教
授
二
葉
テ
文
部
大
臣
ノ
言
明
及
ビ
之
二
関
ス
ル
説

明
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
述
べ
、
辞
表
ノ
撤
回
ヲ
希
望
セ
リ
。
吾
人
ハ
文
部

当
局
今
回
ノ
措
置
二
対
ス
ル
醤
人
ノ
主
張
ノ
正
当
ナ
ル
コ
ト
認
メ
ラ
レ

　
タ
ル
ニ
由
り
、
一
同
辞
表
ヲ
撤
回
セ
リ
。
以
上
ノ
措
置
自
体
二
関
シ
、

　
今
後
ノ
取
扱
ノ
未
定
ナ
ル
コ
ト
ヲ
遺
憾
ト
ス
」
「
学
生
諸
君
ハ
今
日
以

　
後
平
日
ノ
如
ク
学
習
二
三
ム
ベ
シ
」

（
三
）
　
法
学
部
よ
り
新
聞
記
者
を
通
し
て
左
記
の
趣
旨
を
公
表
す

　
「
総
長
発
蓑
ノ
如
キ
経
過
二
尊
リ
、
文
部
当
局
ノ
今
回
ノ
措
置
二
対
ス

　
ル
吾
人
ノ
主
張
ノ
正
当
ナ
ル
コ
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
ニ
由
ジ
辞
表
ヲ
撤
回

　
セ
リ
。
以
上
ノ
措
置
自
体
二
関
ス
ル
今
後
ノ
取
扱
ノ
未
定
ナ
ル
コ
ト
ヲ

　
遺
憾
ト
ス

（
四
）
　
総
長
よ
り
新
聞
記
者
を
通
し
て
左
記
の
趣
旨
を
公
表
す
る
こ
と

　
「
文
部
大
臣
ノ
前
記
ノ
言
明
ア
リ
、
之
ヲ
法
学
部
教
授
一
同
二
伝
へ
、

　
且
付
加
説
明
ヲ
為
シ
テ
、
其
ノ
辞
表
ノ
撤
回
ヲ
希
望
シ
タ
ル
処
、
教
授

　
一
同
之
ヲ
諒
ト
シ
、
之
ヲ
撤
回
セ
リ
、
学
内
夫
々
ノ
機
関
二
重
テ
学
生

　
ヲ
シ
テ
旧
ノ
如
ク
学
習
セ
シ
ム
ル
ノ
方
法
ヲ
一
名
ジ
ツ
ツ
ア
リ
」

実
行
方
法

根
本
方
針

ル
事

訟励

ｷ
ハ
今
後
ノ
［
ロ
ロ
ト
シ
テ
之
ヲ
実
行
ス
ル
ノ
幽
毒
針
ヲ
立
ツ

一
　
総
長
ハ
評
議
会
二
塁
テ
、
前
記
文
部
省
側
ノ
処
畳
ヲ
要
求
ス
ル
ノ
決

　
意
ヲ
有
ス
ル
旨
ヲ
述
べ
、
法
学
部
以
外
ノ
全
学
部
ノ
一
賛
成
＋
又
持
ヲ
求
ム

　
ル
コ
ト
。
右
ノ
養
成
冗
文
持
ヲ
得
ズ
ト
セ
パ
辞
職
ス
ル
ノ
巳
ム
ナ
キ
ノ
意

　
ヲ
示
ス
。

二
　

一
ノ
規
W
合
二
於
テ
総
長
全
瀞
ず
ノ
轟
文
持
ψ
τ
得
ザ
レ
バ
斗
出
温
ヲ
評
議
ム
瓜
二

表
明
シ
後
任
選
挙
ノ
手
続
ヲ
要
求
ス

　
之
ト
同
時
二
総
長
ハ
文
部
大
臣
上
向
テ
モ
辞
表
ヲ
示
シ
正
式
ノ
辞
表
ハ

　
後
任
老
推
選
ト
共
二
之
ヲ
提
出
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
龍
胆
ス

三
　
一
ノ
場
合
二
戸
テ
総
長
全
学
ノ
賛
成
支
持
ヲ
得
タ
ル
ト
キ
ハ
薩
二
上

　
京

　
右
の
案
文
は
前
記
解
決
案
と
と
も
に
小
西
の
手
許
に
送
ら
れ
た
か
ど
う
か

不
明
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
佐
々
木
は
小
西
と
の
面
談
に
際
し
、
右
の
趣
旨

を
説
明
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
初
の
「
大
学
側
ノ
処

置
」
と
は
、
総
長
の
希
望
を
文
相
が
受
入
れ
た
あ
と
の
処
置
で
あ
る
。
総

長
は
ま
ず
法
学
部
長
を
招
き
文
相
の
言
明
を
つ
た
え
、
辞
表
の
撤
回
を
要
請

す
る
。
そ
の
際
法
学
部
以
外
の
学
部
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
は
、
後
述
の

「
実
行
方
法
」
と
関
連
す
る
。
法
学
部
教
授
会
で
辞
蓑
の
撤
回
を
き
め
た
あ

と
、
総
長
は
評
議
会
に
経
過
を
報
告
し
、
か
つ
、
法
学
部
長
に
学
生
へ
の
説

得
を
希
望
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
法
学
部
で
は
、
総
長
も
他
学
部
教
授
も
法
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学
部
の
主
張
を
支
持
し
文
相
も
こ
れ
を
承
認
し
た
の
で
辞
表
を
撤
回
し
た
こ

と
を
学
生
に
告
げ
、
勉
学
に
復
帰
す
る
よ
う
学
生
に
つ
た
え
る
。
そ
の
あ
と

法
学
韻
と
総
長
が
記
者
に
公
蓑
す
る
。
す
な
わ
ち
、
公
褒
は
文
部
省
が
東
京

で
行
う
の
で
は
な
く
、
法
学
部
の
承
認
を
得
た
あ
と
京
大
側
が
京
都
で
行
う

の
で
あ
る
。

　
い
か
に
も
佐
々
木
ら
し
い
周
到
な
善
後
措
置
だ
が
、
さ
ら
に
注
目
を
ひ
く

の
は
「
実
行
方
法
」
で
あ
る
。
佐
々
木
は
、
小
西
が
文
相
と
交
渉
す
る
に
際

し
、
ま
ず
全
学
の
総
意
を
佐
々
木
案
の
貫
徹
に
向
っ
て
結
集
す
る
こ
と
を
求

め
た
の
で
あ
る
。
も
し
文
椙
が
こ
れ
を
入
れ
な
け
れ
ば
、
必
然
的
に
京
大
全

教
授
総
辞
職
と
な
り
、
事
態
は
全
京
大
対
文
部
省
の
争
に
拡
大
す
る
。
こ
こ

ま
で
の
覚
悟
が
な
け
れ
ば
文
部
省
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
ぬ
と
佐
々
木
は
見

通
し
て
い
た
。
し
か
し
小
西
は
佐
々
木
の
意
見
を
入
れ
ず
、
六
月
八
日
の
評

議
員
懇
談
会
で
は
、
一
つ
の
案
を
得
た
の
で
こ
れ
を
以
て
折
衝
し
た
い
と
述

べ
た
だ
け
で
（
『
大
朝
』
6
・
8
）
、
同
夜
東
上
の
途
に
つ
い
た
。
小
西
は
佐

々
木
解
決
案
を
よ
し
と
は
し
た
が
、
背
水
の
陣
を
布
い
た
上
で
交
渉
に
臨
ん

だ
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
　
文
部
省
と
の
交
渉
と
小
西
解
決
案
の
公
表

　
六
月
九
日
、
総
長
と
文
部
当
局
と
の
折
衝
が
は
じ
ま
っ
た
。
小
西
メ
モ

（
加
藤
本
、
三
〇
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
文
部
縁
側
は
次
官
笹
屋
謙
、
専
門
学
務

局
長
赤
間
信
義
、
秘
書
課
長
菊
沢
季
麿
が
出
席
し
た
。
午
前
一
一
時
か
ら
午

後
六
時
ま
で
続
い
た
会
談
の
内
容
は
も
と
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
希

望
早
撃
こ
と
し
て
小
西
が
持
出
し
た
次
の
文
章
を
め
ぐ
っ
て
討
議
が
行
わ

れ
た
。

　
　
文
部
大
臣
ハ
今
回
ノ
事
件
二
関
シ
法
学
部
教
授
ノ
主
張
シ
タ
ル
所
ヲ
妥

　
　
当
（
諒
ト
シ
）
ナ
リ
ト
シ
、
将
来
ノ
輪
留
ニ
ツ
キ
其
主
張
ノ
精
神
ヲ
重

　
　
ソ
ジ
、
大
学
令
ノ
箭
霜
囲
内
二
於
ケ
ル
研
鷹
九
制
教
授
ノ
自
由
及
川
教
授
ノ
准
一
退

　
　
二
関
ス
ル
大
学
ノ
自
治
ノ
確
立
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
承
認
セ
ラ
レ
ソ
コ
ト

　
　
ヲ
望
ム
。

　
こ
の
文
章
が
、
前
記
の
佐
々
木
案
の
前
半
を
骨
子
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
に
対
す
る
文
部
省
の
態
度
は
、

　
　
本
省
二
於
テ
今
回
ノ
事
件
、
瀧
川
教
授
問
題
ヲ
飽
ク
迄
キ
リ
放
シ
之
レ

　
　
ニ
触
レ
ザ
ル
ヲ
原
則
ト
ナ
シ
居
レ
リ
。
故
二
二
バ
希
望
ヲ
受
理
セ
ズ
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
京
大
側
は
瀧
川
問
題
そ
の
も
の
の
解
決
を
め
ざ
し
、

文
部
省
側
は
、
瀧
川
間
題
を
す
で
に
解
決
ず
み
と
み
な
し
、
そ
の
善
後
措
置

と
し
て
抽
象
的
な
一
札
な
ら
書
い
て
や
ら
な
い
で
も
な
い
と
い
っ
た
態
度
で

あ
る
。
両
者
の
立
場
は
根
本
的
に
く
い
ち
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
目

の
会
談
に
は
出
席
し
て
い
な
い
鳩
山
文
相
は
閣
議
の
席
で
、
京
大
教
授
団
辞

任
の
あ
と
は
、
京
大
法
学
部
を
閉
鎖
し
て
学
生
は
官
私
の
大
学
に
分
属
さ
せ

る
か
、
あ
る
い
は
各
帝
大
の
数
授
を
京
大
に
兼
担
さ
せ
る
か
、
以
上
の
工
案
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を
考
慮
中
と
報
告
し
た
と
い
う
（
『
大
朝
』
6
・
1
0
）
。
文
部
省
側
の
高
姿
勢

の
示
威
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
加
藤
本
に
よ
れ
ば
「
段
々
解
決
の
曙
光
が
見
え

る
よ
う
に
進
ん
で
い
っ
た
」
（
一
六
八
頁
）
ら
し
い
。
『
大
朝
』
（
6
・
9
）

も
「
解
決
の
曙
光
が
ほ
の
み
え
た
」
と
書
い
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
「
解
決

の
曙
光
」
な
の
か
内
容
は
一
切
不
明
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
こ
の
日
の
状

況
は
、
同
日
の
夜
行
で
帰
洛
す
る
前
総
長
新
城
新
蔵
を
通
し
て
、
京
都
に
報

じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
薪
城
が
記
者
に
「
ど
う
し
て
も
ま
と
め
ね
ば
な

ら
ぬ
。
ま
た
、
ま
と
め
う
る
だ
ら
う
」
と
語
っ
て
い
る
の
は
（
同
上
6
・
！
0
）
、

新
城
が
文
部
省
側
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
。
新
城
は
一
〇
日

朝
、
羽
田
・
本
野
両
部
長
と
会
談
し
、
そ
の
結
果
、
羽
田
が
同
夜
東
上
し
て

小
西
を
支
援
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
六
月
一
一
臼
夕
、
佐
々
木
は
急
便
を
も
っ
て
次
の
手
紙
を
小
西
に
送
っ
た

（
加
藤
本
、
三
〇
〇
頁
）
。

　
　
拝
啓
　
御
苦
心
の
ほ
ど
拝
察
仕
候
。
今
日
　
先
日
の
案
に
比
し
て
一
層

　
　
協
定
可
能
と
お
も
は
れ
候
私
案
を
得
候
に
つ
き
（
一
案
、
二
案
、
三
案
）

　
　
急
便
を
以
て
御
覧
に
藩
候
。
尚
昨
日
来
の
大
阪
の
新
聞
に
よ
れ
ば
、
大

　
　
学
側
に
又
も
何
か
運
動
起
り
た
る
様
の
感
を
世
人
に
与
へ
居
候
に
つ
き

　
　
こ
の
点
申
上
江
ま
で
も
無
之
候
え
と
も
御
注
意
御
願
申
上
候
。
御
自
愛

　
　
塞
丁
祈
候
、
草
々
六
月
｛
十
一
日
夕
　
　
　
　
　
　
山
尽
都
に
て
　
　
佐
々
木
生

　
　
　
　
（
マ
ε

　
　
東
京
に
て
小
繭
老
兄
侍
史

　
右
の
勘
案
は
、
佐
々
木
文
書
中
「
小
西
氏
よ
り
借
用
し
て
う
つ
し
た
る
も

の
　
（
六
月
二
十
八
日
う
つ
す
即
日
使
っ
て
小
西
氏
に
返
却
）
」
の
表
書
の
あ

る
封
筒
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
。

　
　
一
案
　
文
部
省
ノ
処
羅

　
　
一
　
文
部
∴
人
臣
ハ
総
叩
長
二
向
テ
次
ノ
如
ク
言
明
ス
ル
事

　
　
　
「
文
部
大
臣
ハ
今
回
ノ
事
件
二
関
シ
法
学
部
教
授
ノ
主
張
シ
タ
ル
所

　
　
　
ヲ
妥
当
ト
シ
、
皇
猷
小
ノ
措
置
二
付
其
ノ
主
張
ノ
精
神
ロ
ヲ
重
ジ
、
ゐ
人
瀞
ナ

　
　
　
令
ノ
範
囲
内
二
親
ケ
ル
研
究
ノ
自
由
（
教
授
ノ
自
由
ヲ
含
｛
ム
）
　
ノ
確

　
　
　
保
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
及
ビ
教
授
ノ
進
退
二
付
大
学
ノ
機
関
ノ
職
権
ノ
運

　
　
　
用
二
関
ス
ル
従
来
ノ
規
仙
律
ノ
維
…
持
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
承
認
ス
」

　
　
一
　
文
部
大
臣
ハ
、
総
長
が
前
記
文
部
大
臣
ノ
言
明
ア
リ
タ
ル
旨
ヲ
公

　
　
　
表
シ
、
且
其
ノ
公
表
二
際
シ
テ
左
記
ノ
説
囲
ヲ
付
加
ス
ル
コ
ト
ニ
付
、

諒
解
ヲ
与
フ
ル
目
引

「
尚
瀧
川
教
授
休
職
ノ
事
二
付
テ
ハ
、
文
部
大
臣
ハ
、
今
日
ノ
事
情

二
型
シ
テ
其
一
ノ
措
置
ヲ
取
ル
ノ
外
ナ
シ
ト
考
ヘ
タ
ル
旨
ヲ
述
べ
、
今

後
其
ノ
復
職
ノ
事
ヲ
考
慮
馬
入
レ
、
事
情
二
依
テ
決
ス
ル
ノ
意
ア
ル

コ
ト
ヲ
示
シ
タ
リ
」
（
傍
線
は
六
月
七
日
案
と
異
な
る
箇
所
一
松

尾
記
入
）
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二
塁
（
一
案
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
「
法
学
部
教
授
ノ
主
張
シ
タ
ル
所
ヲ
妥

当
ト
シ
」
が
「
諒
ト
シ
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
み
で
あ
る
か
ら
、
全
文

を
紹
介
す
る
こ
と
を
略
す
）
。

　
三
軸
（
一
案
と
異
な
る
の
は
「
法
学
部
教
授
ノ
主
張
シ
タ
ル
所
ヲ
妥
当
ト

シ
、
将
来
ノ
措
置
二
付
甘
バ
ノ
主
張
ノ
精
神
ヲ
重
㎝
ジ
」
が
「
法
門
ず
部
甜
教
授
ノ
主

張
シ
タ
ル
見
解
ノ
精
神
ヲ
諒
ト
シ
、
将
来
ノ
措
置
二
男
之
ヲ
重
ジ
し
と
な
っ

て
い
る
点
の
み
で
あ
る
）
。

　
加
藤
本
（
三
〇
〇
頁
）
は
六
月
七
日
案
と
六
月
十
一
日
案
の
第
一
案
と
を

「
同
文
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
誤
認
で
あ
る
こ
と
は
、
第
一
案
傍
線
の
箇

所
を
検
討
す
れ
ぱ
美
髪
し
よ
う
。
六
月
一
一
日
の
三
聖
は
い
ず
れ
も
大
同
小

異
で
あ
る
が
、
六
月
七
日
案
に
く
ら
べ
れ
ば
か
な
り
の
大
学
側
の
譲
歩
で
あ

聖
書
「
に
文
部
省
の
き
ら
い
そ
う
な
「
大
学
ノ
自
治
」
の
文
句
を
取
去
・

て
い
る
。
第
二
に
壱
州
処
分
は
今
β
の
と
こ
ろ
や
む
を
え
な
か
っ
た
と
認
め

て
い
る
。
ち
な
み
に
佐
々
木
文
書
中
、
こ
の
一
案
の
み
が
記
さ
れ
た
草
稿
の

入
っ
て
い
る
封
筒
に
は
「
第
二
便
（
六
月
十
一
艮
東
京
の
ホ
テ
ル
宛
急
便
）
」

と
ペ
ソ
で
記
さ
れ
、
さ
ら
に
鉛
筆
で
「
六
月
十
日
狩
野
、
西
田
両
先
生
来

訪
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
シ
ナ
学
の
狩
野
直
喜
、
哲
学
の
西

田
幾
多
郎
両
文
学
部
長
老
（
名
誉
教
授
）
の
示
唆
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。　

こ
の
佐
々
木
案
は
六
月
＝
一
日
中
に
は
小
西
に
届
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
日
の
小
西
と
文
部
省
と
の
第
二
回
会
見
（
午
後
三
時
－
七
時
）
に
間
に

合
っ
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
日
の
会
見
相
手
は
粟
屋
次
官
、
菊
沢

課
長
の
前
回
の
二
人
に
、
政
務
次
官
の
東
郷
実
（
政
友
会
）
が
加
わ
っ
た
。

加
藤
本
（
一
七
〇
頁
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
会
談
の
直
前
右
翼
が
押
し
か
け
、

「
京
大
問
題
は
一
歩
た
り
と
も
退
い
て
は
な
ら
ぬ
。
京
大
を
支
持
す
る
美
濃

部
博
士
を
追
放
せ
よ
」
と
の
決
議
を
つ
き
つ
け
、
省
内
は
「
何
と
も
言
え
な

い
凄
い
空
気
が
張
」
り
、
「
大
臣
の
命
と
総
長
の
命
が
非
常
に
危
く
な
っ
て
い

る
し
か
ら
用
心
せ
よ
と
の
文
部
省
の
役
人
の
注
意
が
あ
っ
た
と
い
う
。
「
こ
の

雰
囲
気
は
文
部
首
脳
部
の
心
に
す
ぐ
反
映
し
」
、
「
九
日
に
は
よ
ほ
ど
妥
協
が

出
来
そ
う
だ
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
二
日
に
は
決
裂
だ
と
い
う
こ
と
に
な

ρ
て
い
っ
た
」
。
一
方
、
．
京
大
で
は
二
度
目
の
全
学
学
生
大
会
が
開
か
れ
、
「
瀧

川
教
授
即
時
復
職
を
死
守
さ
れ
ん
こ
と
を
期
す
」
と
の
決
議
を
総
長
に
電
送

し
、
在
京
中
の
京
大
学
生
代
表
二
名
も
総
長
激
励
に
宿
舎
に
お
と
ず
れ
た
。

　
六
月
ニ
ニ
臼
、
小
西
は
一
切
の
面
会
を
避
け
て
「
静
養
と
打
開
策
に
集
中

し
た
」
が
妙
案
も
出
ず
、
手
づ
ま
り
の
ま
ま
夜
を
迎
え
た
。
一
方
、
京
都
で

は
、
こ
の
日
早
朝
帰
洛
し
た
羽
田
文
学
部
長
は
学
部
長
懇
談
会
に
情
勢
を
報

告
し
た
あ
と
、
午
後
四
竃
か
ら
一
時
間
半
、
新
城
前
号
長
吉
で
協
議
し
た
。

こ
の
席
に
姿
を
現
わ
し
た
の
が
貴
族
院
議
員
田
所
美
治
で
あ
っ
た
（
『
大
朝
』

6
・
1
4
）
。
田
所
は
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
の
生
れ
、
二
高
を
経
て
東
大

英
法
科
を
一
八
九
五
年
に
卒
業
し
、
一
旦
内
務
省
に
入
っ
た
が
一
九
〇
二
年
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文
部
省
に
移
り
、
累
進
し
て
一
九
一
一
年
普
通
学
務
局
長
に
就
任
、
一
九
一

六
年
寺
内
内
閣
の
成
立
と
と
も
に
文
部
次
官
に
登
用
さ
れ
、
一
九
一
八
年
九

月
、
寺
内
内
閣
総
辞
職
の
と
き
貴
族
院
議
員
に
勅
選
さ
れ
た
（
奏
郁
彦
著

『
戦
前
期
日
本
官
僚
制
の
制
度
・
組
織
・
人
事
』
一
九
八
一
年
、
＝
二
八
頁
）
。

こ
の
薪
転
宅
に
お
け
る
、
文
部
官
僚
の
古
手
を
交
え
て
の
三
者
会
談
の
結
果
、

田
所
が
一
つ
の
案
を
つ
く
り
、
夜
の
九
時
半
ご
ろ
、
電
話
に
よ
っ
て
小
西
に

伝
え
た
。
加
藤
本
に
よ
れ
ば
こ
れ
こ
そ
が
「
十
四
日
妥
結
し
た
鳩
山
・
小
西

案
の
原
案
」
で
あ
っ
た
（
一
七
一
頁
）
。
　
こ
れ
に
飛
び
つ
い
た
小
西
は
京
都

の
羽
田
と
田
所
と
に
改
め
て
連
絡
を
と
っ
た
。
田
所
案
の
内
容
は
次
の
と
お

⑥り
（
加
藤
本
、
一
七
三
頁
）
。

　
　
総
長
の
希
望

　
　
文
部
大
臣
ハ
学
問
ノ
研
究
二
関
シ
法
学
部
ノ
主
張
シ
タ
ル
精
神
ヲ
酌
ミ

　
　
法
令
ノ
範
囲
内
二
三
テ
研
究
教
授
ノ
自
由
及
教
授
ノ
進
退
二
関
ス
ル
大

　
　
学
ノ
自
治
ノ
確
立
セ
ラ
ル
ル
様
深
甚
ナ
ル
御
考
慮
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム

　
　
文
相
の
回
答

　
　
大
学
幡
羅
ケ
ル
学
問
ノ
研
究
教
授
及
教
授
ノ
進
退
二
関
ス
ル
総
長
ノ
希

　
　
望
ハ
法
令
ノ
範
囲
内
二
塁
テ
之
ヲ
承
認
シ
得
ベ
ク
貴
学
二
於
テ
モ
大
学

　
　
耳
飾
弟
一
条
ノ
趣
旨
ヲ
体
シ
将
来
一
層
大
学
本
来
ノ
使
命
達
成
二
面
メ
ラ

　
　
レ
度
シ

　
田
所
案
の
特
徴
の
一
つ
は
「
研
究
ノ
自
由
」
「
大
学
ノ
自
治
」
な
ど
の
用

語
を
文
相
の
回
避
か
ら
取
去
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
こ

と
は
瀧
川
問
題
が
切
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
総
長
の
要
請
か
ら
は
、

当
初
に
あ
っ
た
「
今
回
ノ
事
件
二
関
シ
」
の
一
句
が
脱
落
し
、
佐
々
木
が
固

執
し
た
瀧
川
の
復
職
に
関
す
る
文
相
の
君
関
要
請
は
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い

た
。
文
部
省
の
意
向
に
即
し
た
解
決
案
と
い
え
よ
う
。

　
田
所
案
の
出
現
を
喜
ん
だ
小
西
も
さ
す
が
に
瀧
川
処
分
問
題
の
棚
上
げ
を

気
に
し
て
、
こ
の
案
だ
と
「
法
学
部
が
割
れ
る
だ
ろ
う
」
「
辞
蓑
の
覚
悟
で

文
部
省
を
譲
歩
さ
せ
よ
う
か
」
と
加
藤
に
語
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
に
再
び
田

所
か
ら
電
話
が
あ
り
「
瀧
川
問
題
は
阯
芸
に
し
て
、
な
る
た
け
早
く
帰
洛
せ

ら
れ
よ
」
と
の
勧
告
が
あ
っ
た
。

　
翌
十
四
日
の
朝
も
小
西
は
「
非
常
に
考
え
こ
ま
れ
」
「
健
康
が
極
度
に
駄

目
に
な
っ
た
。
法
学
部
教
授
や
学
生
と
手
を
握
っ
て
こ
こ
ま
で
来
た
の
だ
か

ら
、
今
日
こ
こ
で
辞
表
を
提
出
し
て
帰
ろ
う
」
と
の
言
を
数
回
加
藤
に
も
ら

し
た
と
い
う
（
加
藤
本
、
一
七
二
頁
）
。
こ
の
臼
の
文
部
省
と
の
会
見
は
午
後

三
時
か
ら
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
直
前
の
二
面
に
大
審
院
判
事
細
野
長
良

（一

縺
Z
八
年
京
大
法
科
卒
。
戦
後
大
審
院
長
と
な
る
）
が
来
訪
し
、
「
瀧
川

問
題
を
切
り
は
な
し
て
文
部
省
と
交
渉
さ
れ
る
よ
う
に
」
と
忠
告
し
た
（
同

上
）
。
『
木
戸
幸
一
日
記
』
（
上
）
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
）
六
月

六
日
、
七
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
日
に
わ
た
り
細
野
は
木
戸
幸
一
（
一
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瀧川事件の一問題点（松尾）

九
一
五
年
京
大
法
科
卒
）
お
よ
び
酒
井
忠
正
の
両
貴
族
院
議
員
と
、
「
調
停

方
の
相
談
」
を
し
て
い
る
。
細
野
の
勧
告
は
、
木
戸
や
酒
井
の
意
を
体
し
て

の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
十
四
日
の
会
談
は
粟
屋
・
東
郷
両
次
官
、
赤
間
局
長
、
菊
沢
課
長
を
相
手

に
行
な
わ
れ
た
。
田
所
案
は
問
題
な
く
文
部
省
筆
に
受
入
れ
ら
れ
た
。
総
長

の
文
相
へ
の
希
望
部
分
は
、
原
案
そ
の
ま
ま
が
採
用
さ
れ
た
が
、
文
相
の
回

答
は
一
部
手
直
し
さ
れ
た
。
「
教
授
ノ
進
退
二
関
ス
ル
総
長
ノ
希
望
ハ
法
令

ノ
範
囲
内
二
丁
テ
之
ヲ
承
認
シ
得
ベ
ク
」
の
原
案
は
「
教
授
ノ
進
退
二
関
シ

総
長
ヨ
リ
希
望
ア
リ
タ
ル
処
、
右
ハ
法
令
並
二
従
来
ノ
取
扱
例
ノ
範
囲
内
二

於
テ
之
ヲ
承
認
シ
得
ベ
シ
。
」
と
変
更
さ
れ
た
。
問
題
は
瀧
川
の
処
遇
で
あ
っ

た
。
小
西
メ
モ
に
よ
れ
ば
、
小
西
は
コ
、
可
成
速
二
復
職
。
二
、
大
臣
二
於

之
ヲ
考
慮
シ
今
後
ノ
事
情
四
声
リ
砂
場
ラ
ル
ル
意
ヲ
示
セ
。
三
、
今
後
ノ
事

情
ニ
ヨ
リ
考
慮
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
」
の
三
案
を
次
々
と
示
し
た
ら
し
い
（
加
藤

本
、
三
〇
三
頁
）
。
小
西
は
「
辞
表
の
入
っ
て
い
る
洋
服
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
数

回
手
を
入
れ
」
て
ま
で
頑
張
っ
た
と
い
う
（
同
上
、
　
一
七
四
頁
）
。
し
か
し

文
部
省
側
の
態
度
は
固
く
、
「
勅
裁
ヲ
経
、
間
モ
ナ
キ
事
ナ
レ
バ
此
際
回
答

ハ
出
来
ズ
」
の
線
を
崩
さ
な
か
っ
た
。
結
局
は
瀧
川
処
分
の
始
末
に
つ
い
て

何
の
言
質
も
得
る
こ
と
な
く
、
小
西
は
妥
協
し
た
の
で
あ
る
。
先
の
田
所
案

を
原
案
と
す
る
修
正
案
は
午
後
八
時
に
現
わ
れ
た
文
絹
鳩
山
一
郎
と
の
間
に

確
認
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
小
西
解
決
案
と
な
っ
た
。

　
本
来
で
あ
れ
ば
こ
の
解
決
案
は
、
一
方
の
当
事
者
た
る
法
学
部
教
官
団
に

示
し
て
か
ら
公
表
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
教
官
団
は
決
し

て
解
決
を
小
西
に
一
任
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
の
ち
の
松
井
解
決
案

に
し
て
も
、
東
京
で
七
月
一
八
日
成
立
し
た
も
の
を
、
一
度
京
都
に
持
帰
っ

て
残
留
教
官
団
に
示
し
た
あ
と
、
七
月
二
〇
日
午
前
零
階
に
公
表
さ
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
鳩
山
文
相
は
強
引
に
も
八
時
半
に
公
表
す
る
こ
と
を
新
聞
記

者
に
約
束
し
、
小
西
も
こ
れ
を
承
諾
し
て
し
ま
っ
た
。

　
小
西
は
京
都
の
佐
々
木
に
電
話
を
し
て
諒
承
を
と
り
つ
け
よ
う
と
計
っ
た
。

こ
の
電
話
の
問
筈
を
記
し
た
文
書
が
、
「
小
西
君
よ
り
東
京
よ
り
の
電
ワ
」

と
表
記
し
た
封
筒
の
中
に
入
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
。

　
　
六
月
十
四
日
夜
、
東
京
、
莞
爾
総
長
よ
り
次
の
電
話
「
大
に
つ
と
め
た

　
　
る
も
出
来
ず
。
左
の
如
く
決
定
せ
り
」
と
の
事

　
　
総
長
よ
り
大
臣
に
対
し
て
次
の
希
望
書
提
出
（
略
－
松
尾
）
文
部
大
臣

　
　
ハ
之
二
等
ヘ
テ
（
略
i
松
尾
）

　
　
余
（
佐
々
木
）
ハ
問
フ
「
瀧
川
教
授
ノ
コ
ト
謹
話
モ
云
ハ
ナ
イ
ノ
カ

　
　
総
長
管
フ
ー
文
部
省
ハ
瀧
川
教
授
ノ
休
職
ノ
事
ハ
勅
裁
直
後
ノ
コ
ト

　
　
ナ
レ
バ
何
モ
云
ヘ
ヌ
、
ト
ノ
事
故
、
総
長
ヨ
リ
「
復
職
ヲ
希
望
シ
タ
ル

　
　
ニ
、
文
部
当
局
ハ
明
確
ナ
ル
答
ヲ
与
ヘ
ナ
カ
ツ
タ
」
ト
ハ
云
フ
テ
モ
ヨ

　
　
ロ
シ

　
　
佐
々
木
問
フ
ー
先
刻
新
聞
ヨ
リ
間
接
側
聞
ク
ニ
、
今
夜
八
時
半
発
表
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ス
ル
ト
ノ
事
二
如
何
、
之
ハ
不
都
合
ナ
ラ
ズ
ヤ
、
コ
チ
ラ
ニ
持
チ
返
ラ

ザ
ル
前
ノ
発
蓑
ハ
不
都
合

総
長
答
ー
ー
文
部
大
臣
ハ
コ
チ
ラ
ノ
情
勢
上
ド
ウ
モ
発
表
セ
ネ
バ
ナ
ラ

ヌ
ト
ノ
事

佐
々
木
i
其
ノ
理
由
全
ク
ナ
シ
、
不
都
合
ナ
リ

小
西
君
－
文
部
省
ハ
ド
ウ
モ
発
表
ヲ
要
ス
ト
ノ
事
、
余
ハ
ソ
レ
デ
発

表
前
脚
霜
二
丁
フ
テ
関
係
者
へ
伝
ヘ
テ
モ
ラ
ウ
ナ
リ
　
今
夜
八
時
半
出

発
帰
〃
着
、
明
μ
朝
評
議
ム
調
回
報
出
口
、
次
デ
部
長
二
云
フ
ツ
モ
リ

佐
々
木
　
　
今
夜
発
表
ハ
不
都
合
ナ
リ
、
ソ
レ
デ
マ
ト
マ
ル
カ
ド
ゥ
カ

全
グ
知
ラ
ヌ

電
ワ
ス
ミ
タ
ル
ハ
七
時
半
、
四
通
話
ラ
シ

　
息
づ
ま
る
応
酬
で
あ
る
。
佐
々
木
は
小
西
解
決
案
を
承
認
し
た
の
で
は
な

い
。
瀧
川
問
題
が
棚
上
げ
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
の
案
を
京
都
に

持
帰
り
、
法
学
部
と
協
議
の
の
ち
発
表
せ
ず
に
、
文
部
省
の
都
合
で
一
方
的

に
公
表
し
て
し
ま
う
こ
と
に
対
し
難
色
を
明
確
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
小
西
解
決
案
は
、
文
相
の
予
定
ど
お
り
、
六
月
一
四
日
午
後
八
晴
半
、
鳩

山
文
無
と
小
西
総
長
同
席
の
上
で
公
表
さ
れ
た
。
小
西
が
問
画
し
た
こ
と
は
、

小
西
が
こ
の
解
決
案
の
公
表
に
同
意
し
て
い
る
こ
と
を
行
為
に
お
い
て
示
す

も
の
で
あ
っ
た
。

三
　
佐
々
木
の
最
終
解
決
案
と
総
長
辞
任

　
六
月
一
五
日
朝
帰
洛
し
た
小
酉
は
、
評
議
会
で
経
過
を
説
明
し
た
あ
と
、

午
後
三
時
す
ぎ
か
ら
約
一
時
聞
法
学
部
全
教
官
と
会
見
し
た
。
小
西
は
ま
ず

法
学
部
の
主
張
に
は
「
固
ヨ
リ
同
感
」
で
あ
る
が
、
法
学
部
の
全
滅
は
避
け

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
文
部
省
と
折
衝
し
た
旨
前
畳
き
し
て
交
渉
経
過
を
説
明

し
、
「
右
私
ノ
微
力
ニ
シ
テ
十
分
ナ
ル
結
果
ヲ
得
ザ
リ
シ
バ
残
念
ナ
ル
モ
、

此
際
何
ト
カ
シ
テ
改
メ
テ
御
考
慮
ヲ
願
イ
辞
意
ヲ
思
イ
止
マ
リ
大
学
ノ
為
メ

ニ
御
尽
力
ヲ
願
ワ
　
ル
レ
ハ
幸
ナ
リ
。
」
と
締
揺
っ
た
　
（
加
藤
本
、
三
〇
噌
ど

三
頁
）
。
こ
の
あ
と
中
島
玉
吉
ら
五
、
六
人
の
質
問
に
小
西
が
答
え
、
教
官

は
各
グ
ル
ー
プ
（
教
授
、
助
教
授
、
講
師
助
手
副
手
）
ご
と
に
協
議
の
末
、

各
個
人
別
に
総
長
に
回
答
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
『
大
覇
』
6
・
1
6
）
。

　
こ
の
間
二
時
よ
り
他
の
六
学
部
で
は
噛
せ
い
に
教
授
会
が
胴
か
れ
、
そ
の

結
果
は
四
時
す
ぎ
か
ら
の
評
議
会
で
報
告
さ
れ
た
。
小
西
メ
モ
に
よ
れ
ば
各

学
部
と
も
一
様
に
総
長
の
労
を
多
と
し
、
法
学
部
の
留
任
を
希
望
し
て
い
る
。

た
だ
し
文
科
系
の
文
・
経
二
学
部
の
法
学
部
教
授
に
対
す
る
態
度
は
理
科
系

と
微
妙
に
異
っ
て
い
た
。
文
学
部
は
「
圧
力
ヲ
加
エ
テ
留
任
ニ
ア
ラ
ズ
（
懇

請
モ
余
り
面
白
カ
ラ
ズ
」
で
あ
り
、
経
済
学
部
は
、
辞
表
を
「
是
非
進
達
ト
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ラ
バ
ソ
レ
ヲ
文
部
省
二
全
」
部
進
達
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
文
・
経
両
市
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瀧川事件の一問題点（松尾）

部
は
、
小
西
案
で
は
と
う
て
い
法
学
部
は
お
さ
ま
ら
ず
、
辞
表
を
撤
回
し
な

い
だ
ろ
う
と
見
通
し
て
い
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

　
六
月
十
六
日
、
法
学
部
教
官
は
一
人
残
ら
ず
辞
表
の
進
達
を
総
長
に
要
請

し
た
。
そ
の
理
由
は
前
夜
佐
々
木
が
新
聞
記
者
に
個
人
の
談
話
と
し
て
発
心

し
た
「
所
謂
処
分
案
の
意
味
に
つ
い
て
」
（
前
出
『
京
大
事
件
』
所
収
）
に

示
さ
れ
て
い
る
。
第
一
点
は
解
決
案
中
「
法
令
」
と
は
総
長
の
説
明
で
は
大

学
令
以
外
の
法
令
を
も
含
み
、
研
究
の
自
由
が
新
に
制
限
さ
れ
る
可
能
性
が

出
て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
点
は
、
教
授
の
進
退
を
「
従
来
の
取
扱
例
の

範
囲
内
」
で
認
め
る
と
い
う
が
、
総
長
の
説
明
で
は
「
総
長
が
具
状
す
る
時

数
授
会
の
同
意
を
得
る
を
要
す
と
い
ふ
こ
と
に
」
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ま
で
認
め

ら
れ
て
き
た
総
長
の
具
状
権
を
否
定
し
て
い
る
。
第
三
点
は
、
総
長
の
説
明

に
よ
れ
ば
文
相
は
教
授
の
学
説
を
大
学
で
教
授
し
て
よ
い
か
否
か
の
認
定
権

を
も
つ
。
こ
れ
は
従
来
の
教
授
会
の
権
限
を
奪
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
小
西
解
決
案
で
は
文
部
省
の
主
張
が
貫
徹
し
、
法
学
部
の
主
張
は
全
然
無

視
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
受
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
佐
々
木
は
右
の
総
長
の
説
明
を
公
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
総
長
の
諒
解
を

得
て
い
た
。
こ
の
総
長
の
説
明
と
は
教
授
の
質
問
に
対
す
る
回
答
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
て
の
佐
々
木
の
論
調
は
冷
厳
で
妥
協
の
余
地
は
な
い
よ
う
に

み
え
た
。
し
か
し
二
つ
の
問
題
が
残
る
。
一
つ
は
、
も
し
小
西
案
が
公
表
さ

れ
る
こ
と
な
く
京
都
に
持
帰
ら
れ
、
そ
の
扱
い
に
つ
い
て
佐
々
木
に
相
談
が

持
ち
か
け
ら
れ
た
ら
、
佐
々
木
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

瀧
川
の
処
遇
が
解
決
案
に
含
ま
れ
て
い
な
い
以
上
、
佐
々
木
が
拒
否
し
た
可

能
性
が
濃
い
が
、
あ
る
い
は
こ
の
小
西
案
を
手
が
か
り
と
し
て
再
折
衝
に
持

ち
こ
ん
だ
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
佐
々
木
は
こ
の
あ

と
も
妥
協
の
姿
勢
を
失
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
の
問
題
は
、
佐
々

木
が
、
小
西
解
決
案
に
は
瀧
川
の
処
遇
に
つ
い
て
の
欝
及
が
な
い
こ
と
を
批

判
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
明
の
こ
と
だ
か
ら
、
あ
え
て
批
判

を
加
え
な
か
っ
た
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
佐
々
木
が
妥
協
の

余
地
を
残
し
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
瀧
川
復
職
の
言

及
が
な
い
こ
と
を
正
面
か
ら
批
判
す
れ
ば
、
言
及
を
絶
対
に
拒
否
す
る
文
部

省
と
の
再
交
渉
の
余
地
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
六
月
十
六
日
の
評
議
会
は
な
お
も
法
学
部
の
慰
留
に
関
し
協
議
し
た
が
、

翌
一
七
日
の
評
議
会
で
は
つ
い
に
小
西
が
総
長
辞
任
を
発
表
し
た
。
小
西
の

辞
表
は
一
九
臼
、
総
長
代
理
山
本
経
済
学
部
長
が
文
部
省
に
持
参
し
、
文
部

省
は
一
応
こ
れ
を
あ
ず
か
る
形
を
と
っ
た
。
山
本
が
こ
の
よ
う
に
小
西
の
辞

表
を
早
速
文
部
省
に
届
け
た
こ
と
に
対
し
て
は
学
部
長
間
に
不
満
が
あ
っ
た

ら
し
い
。
彼
ら
は
文
部
省
が
小
西
案
に
明
快
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
で
、
小

西
在
任
中
に
問
題
を
解
決
す
る
方
途
を
模
索
し
て
い
た
（
『
大
朝
』
6
・
2
2
）
。

一
方
の
佐
々
木
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
第
三
便
（
六
月
二
十
日
）
電
話

に
て
」
と
表
書
き
さ
れ
た
封
筒
に
入
り
、
「
小
生
個
人
の
考
の
み
」
と
欄
外
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に
注
記
さ
れ
た
次
の
文
書
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
一
　
総
長
は
如
何
な
る
理
由
に
て
辞
職
す
る
か

　
　
二
　
総
長
の
み
辞
す
る
理
由
な
し
、
全
学
辞
職
が
理
論
な
り

　
　
　
且
、
留
任
予
定

　
　
三
　
慰
留
に
対
し
て
は
如
何
す
る
べ
き
か

　
　
四
　
総
長
は
法
学
部
教
授
全
部
の
留
任
予
定
か
、
又
は
一
部
の
み
に
て

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
も
よ
し
力

　
　
五
　
全
部
留
任
を
評
せ
ぱ
、
教
授
会
と
し
て
解
決
し
得
ん
、
是
の
条
件

　
　
　
と
し
て
文
部
大
臣
よ
り
慰
留
の
一
書
を
総
長
に
寄
す
べ
し
、
文
部
省

　
　
　
を
来
冒
せ
し
め
よ

　
　
六
　
書
の
内
容
の
注
記

　
　
　
瀧
川
君
の
こ
と
を
い
ふ
を
要
す

　
　
七
　
是
が
最
少
限
也
。
之
に
て
小
生
責
に
任
ず
べ
し

　
　
八
　
実
行
方
法
は
、
右
の
案
を
文
部
省
に
示
し
、
其
の
諒
カ
イ
成
れ
ば
、

　
　
　
先
ず
法
学
部
に
示
す
べ
し
、
予
め
公
表
は
不
可

　
　
九
　
解
決
せ
ぱ
総
長
は
決
し
て
辞
す
べ
か
ら
ず
、
辞
せ
ば
更
に
問
題
を

　
　
　
生
ず
べ
し

　
佐
々
木
は
総
長
の
単
独
辞
職
を
不
可
と
し
た
。
辞
め
る
な
ら
全
学
辞
職
、

と
ど
ま
る
の
は
全
学
留
任
（
二
項
は
そ
の
よ
う
に
読
め
る
）
が
筋
だ
と
い
っ

て
い
る
。
こ
の
佐
々
木
の
考
え
方
は
六
月
七
日
案
か
ら
変
っ
て
い
な
い
。
佐

々
木
は
す
で
に
法
学
部
の
内
部
に
軟
派
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て

お
り
、
も
し
法
学
部
全
員
の
留
任
を
希
望
す
る
な
ら
ば
、
文
部
省
が
自
ら
の

非
を
認
め
、
そ
の
償
い
の
意
思
を
文
部
省
首
脳
の
来
洛
の
行
為
と
、
瀧
川
の

復
職
（
将
来
の
）
考
慮
の
言
明
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
と
き
小
西
に
話
し
た
と
思
わ
れ
る
文
相
・
総
長
公
簿
文
案
が
「
第
三

便
六
月
二
十
日
電
話
に
て
」
と
表
書
き
さ
れ
た
別
の
封
筒
に
入
っ
て
い
る
。

　
　
一
　
文
部
大
隠
及
び
総
長
は
次
の
如
き
発
表
を
為
す
事

　
　
　
文
部
大
臣
及
び
京
都
帝
大
総
長
は
芸
六
月
十
四
日
発
表
し
た
る
解
決

　
　
　
案
の
趣
旨
を
明
確
に
す
る
が
為
更
に
交
渉
を
遂
げ
た
る
結
果
重
ね
て

発
表
す
る
こ
と
左
の
如
し

文
部
大
臣
及
び
総
長
は
口
頭
を
以
て
意
見
を
交
換
し
た
る
処
文
部
大

臣
は
総
長
が
学
問
の
研
究
及
び
教
授
の
進
退
に
関
し
法
学
部
の
主
張

　
し
た
る
精
神
を
重
ん
じ
て
希
望
し
た
る
噺
を
諒
と
し
、
大
学
令
の
範

囲
内
に
於
け
る
学
問
の
研
究
蚊
教
授
の
自
由
を
確
保
し
、
且
教
授
の

進
退
に
関
す
る
法
令
運
用
上
の
慣
例
を
承
認
す
る
旨
を
述
べ
た
り

　
こ
れ
に
依
り
総
長
に
於
て
法
学
部
教
授
を
慰
留
し
、
学
生
を
慰
無
す

　
る
こ
と
と
な
れ
り

二
　
総
長
は
次
の
如
き
発
表
を
為
す
事

　
尚
総
長
は
将
来
適
宜
瀧
川
休
職
教
授
の
復
職
の
為
に
努
力
す
べ
し
、
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之
に
付
、
文
部
大
臣
は
、
今
後
総
長
の
申
出
に
応
じ
て
之
を
考
慮
し
、

事
情
に
着
て
決
す
べ
き
旨
を
述
べ
た
り

　
佐
々
木
は
以
上
の
公
表
の
あ
と
、
総
長
が
教
授
陣
お
よ
び
助
教
授
団
に
示

す
べ
き
留
任
要
請
の
こ
と
ば
を
六
月
七
日
案
と
同
様
に
準
備
し
て
い
た
。
そ

の
案
文
に
い
う
。

一
　
松
内
長
ハ
数
授
刀
向
テ
次
ノ
如
キ
希
望
ヲ
述
ブ
ル
事

　
「
研
混
九
ノ
自
由
及
副
教
授
ノ
准
歯
退
二
関
シ
テ
法
巌
ず
部
川
教
授
ノ
主
張
セ
ラ

ル
ル
所
…
ハ
総
長
タ
ル
余
モ
亦
主
張
ス
ル
糀
朋
ニ
シ
テ
、
ム
爪
ハ
総
長
ト
シ

テ
文
部
大
臣
二
対
シ
テ
文
部
大
臣
ハ
将
来
大
学
ノ
範
囲
内
二
於
ケ
ル

研
究
蚊
甜
教
授
ノ
由
一
由
ヲ
確
保
シ
、
教
授
ノ
准
僧
退
二
閾
四
ス
ル
法
令
運
用

上
ノ
慣
例
ヲ
承
認
セ
ソ
コ
ト
ヲ
要
求
シ
之
が
実
現
ノ
為
二
努
力
ス
ヘ

シ
然
ル
ニ
今
日
ノ
事
情
二
依
テ
以
テ
シ
テ
ハ
右
ノ
要
求
ハ
今
日
直
二

実
現
ス
ル
コ
ト
困
難
ナ
ル
ニ
由
り
稽
長
キ
ニ
一
旦
リ
継
続
シ
テ
努
力
ス

ル
コ
ト
ヲ
要
ス
此
ノ
継
続
的
努
力
ヲ
シ
テ
効
果
ア
ラ
シ
ム
ル
カ
為
ニ

　
此
先
ツ
教
授
ノ
在
職
ヲ
必
要
ト
儒
ズ
故
二
辞
意
ヲ
翻
サ
レ
ン
コ
ト
ヲ

望
ム
コ
ノ
要
求
ノ
為
努
力
セ
ル
聞
ハ
タ
ト
ヒ
文
部
大
臣
二
対
ス
ル

要
求
聖
ハ
聖
母
ズ
ト
モ
研
究
ノ
自
由
ノ
確
保
セ
ラ
レ
教
授
進
退
二
関

ス
ル
法
令
運
用
ノ
慣
例
ノ
承
認
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
保
障
ス
（
欄
外
注

記
「
教
授
玉
吟
マ
ツ
テ
モ
ラ
ツ
テ
話
ス
事
、
返
事
ハ
ス
グ
ハ
ト
ラ
ヌ

　
事
」
）

｝
　
総
長
ハ
教
授
ノ
向
背
決
シ
タ
ル
後
、
助
教
授
ユ
向
テ
次
ノ
如
ク
希
望

ス
ル
事

　
「
…
…
ア
ラ
シ
ム
ル
カ
為
ニ
ハ
法
学
部
現
在
職
員
ノ
在
職
ヲ
必
要
ト
ス

依
テ
先
ツ
教
授
西
向
テ
辞
意
ヲ
翻
サ
レ
ソ
コ
ト
ヲ
希
望
シ
タ
リ
（
挿
入

　
「
且
学
内
二
於
テ
保
障
ス
ル
コ
ト
ヲ
述
べ
タ
リ
」
）
然
ル
ニ
教
授
ノ
全

部
（
又
ハ
一
部
）
　
ハ
辞
意
ヲ
撤
回
セ
ラ
レ
タ
リ
依
テ
諸
君
モ
辞
意
ヲ
翻

サ
レ
ソ
コ
ト
ヲ
望
ム

教
授
ハ
辞
表
ヲ
撤
回
セ
ラ
レ
ズ
然
シ
諸
霜
ハ
将
来
二
向
テ
此
ノ
任
務
ヲ

遂
行
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
シ
テ
辞
意
ヲ
翻
サ
レ
ソ
コ
ト
ヲ
希
望
ス

　
（
欄
…
外
「
助
教
授
講
師
一
同
ヲ
ア
ツ
メ
テ
話
ス
事
　
返
事
ハ
直
ニ
ト
ル

　
ニ
不
及
」
）

二
　
以
上
ノ
手
続
ノ
結
果
数
授
助
教
授
ノ
向
背
定
マ
リ
辞
表
撤
回
ア
リ

｝
（
一
部
ニ
チ
モ
）
其
ノ
肇
ヲ
翻
記
者
一
事
ス
ル
事

　
教
授
の
【
部
も
し
く
は
全
部
が
慰
留
に
応
じ
な
い
こ
と
を
想
定
す
る
と
こ

ろ
な
ど
、
い
か
に
も
佐
々
木
の
慎
重
な
性
格
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
と

も
か
く
、
右
の
二
つ
の
資
料
で
、
佐
々
木
最
終
案
の
意
味
が
開
確
に
浮
び
上

っ
て
来
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
瀧
川
処
分
の
善
処
を
文
部
大
臣
に
覆
接
要
求

し
て
き
た
の
を
改
め
て
、
こ
の
問
題
を
総
長
に
あ
ず
け
て
総
長
の
努
力
目
標
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に
ま
で
引
下
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
瀧
川
復
職
が
実
現
す
る
ま

で
は
、
研
究
の
自
由
と
大
学
の
自
治
が
承
認
さ
れ
た
と
は
み
な
さ
な
い
と
い

う
態
度
に
変
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
右
の
佐
々
木
案
（
お
そ
ら
く
教
授
団
慰
留
文
案
も
）
は
翌
六
月
二
一
繭
、

佐
々
木
に
よ
っ
て
直
接
小
西
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
。
加
藤
本
（
二
九
八

頁
）
所
収
の
小
西
メ
モ
に
前
記
の
ご
と
く
「
佐
々
木
氏
最
後
案
持
参
。
新
城

氏
来
訪
。
西
田
氏
を
訪
問
（
朝
永
）
最
後
案
ノ
ロ
」
と
あ
る
。
小
西
は
こ
の

案
に
つ
き
新
城
新
蔵
・
西
田
幾
多
郎
・
朝
永
三
十
郎
ら
と
糟
塾
し
た
ら
し
い
。

そ
の
結
果
ど
の
よ
う
に
小
西
が
行
動
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
二
七
日
に

本
野
工
学
部
長
が
上
京
し
て
文
部
省
首
脳
と
会
談
し
た
の
は
、
佐
々
木
最
終

案
持
参
の
上
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。

　
一
方
、
東
京
で
も
局
薗
打
開
の
相
談
が
行
わ
れ
て
い
た
。
『
木
戸
幸
一
日

分
』
に
よ
れ
ば
六
月
一
九
日
、
木
戸
は
酒
井
患
正
と
と
も
に
鳩
山
に
会
い

「
京
大
問
題
に
つ
き
文
部
省
側
の
意
見
を
聴
」
き
、
翌
二
一
日
に
は
、
酒
井

お
よ
び
細
野
長
良
と
と
も
に
協
議
し
、
さ
ら
に
二
二
日
に
は
酒
井
・
細
野
と

と
も
に
鳩
山
に
会
い
「
結
局
佐
々
木
、
宮
本
両
教
授
の
上
京
を
促
し
、
文
部

大
臣
と
直
覧
会
見
せ
し
め
、
誤
解
を
解
く
外
な
か
る
べ
し
と
の
結
論
に
到
達

し
た
」
。
そ
こ
で
早
速
両
教
授
に
働
き
か
け
た
が
不
調
に
お
わ
っ
た
。
『
大
朝
』

（
6
・
2
8
）
は
文
部
省
側
か
ら
取
材
し
た
ら
し
く
「
数
矯
前
莱
氏
を
介
し
て

法
学
部
教
授
代
表
の
上
京
を
促
し
東
京
に
於
て
篤
と
懇
談
す
る
は
ず
で
あ
っ

た
が
、
二
七
日
朝
に
い
た
り
同
大
学
よ
り
電
話
で
代
表
の
上
京
を
謝
絶
し
来

り
、
ま
た
本
野
工
学
部
長
よ
り
は
赤
間
専
門
学
務
局
長
の
入
洛
を
求
め
て
来

た
」
が
、
「
問
題
収
拾
策
に
つ
き
意
見
の
一
致
を
見
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
」

と
報
じ
て
い
る
。
同
じ
紙
面
に
「
京
大
某
教
授
談
」
の
反
駁
が
の
っ
て
い
る

が
、

こ
れ
は
文
章
か
ら
し
て
明
ら
か
に
佐
々
木
の
も
の
で
あ
る
。

文
部
当
局
が
法
学
部
の
代
表
者
の
東
上
を
促
し
た
と
い
ふ
や
う
な
こ
と

は
少
し
も
知
ら
な
い
、
た
だ
数
日
前
大
臣
が
某
氏
を
通
じ
て
私
に
面
談

の
希
望
を
伝
逓
せ
ら
れ
た
こ
と
は
あ
る
が
こ
れ
は
個
人
と
し
て
の
私
に

向
っ
て
の
話
で
あ
っ
て
全
く
私
的
な
事
柄
で
あ
っ
た
、
折
角
の
大
壷
の

希
望
で
は
あ
っ
た
が
、
今
私
的
面
談
を
な
し
て
も
何
等
の
効
果
を
挙
げ

得
な
い
と
思
っ
た
の
で
遺
憾
な
が
ら
大
臣
の
希
望
に
副
ひ
難
い
旨
を
そ

の
節
伝
達
し
て
貰
っ
て
あ
る
、
貴
社
の
報
道
が
も
し
右
の
こ
と
を
指
す

な
ら
ば
二
十
七
日
の
朝
に
翌
っ
て
拒
絶
し
た
と
い
ふ
の
は
事
実
に
反
し

て
み
る
（
下
略
）
。

　
宮
本
英
雄
法
学
部
長
も
「
言
下
に
拒
絶
し
た
」
（
「
学
界
．
昔
の
話
，
今
の

話
」
『
学
生
評
論
』
一
の
工
、
一
九
三
六
年
）
。
筋
を
と
お
す
佐
々
木
ら
は
、

ボ
ス
交
を
さ
け
、
あ
く
ま
で
公
の
ル
ー
ト
を
通
じ
て
の
話
合
を
要
求
し
た
の

で
あ
る
。
ま
た
自
己
の
主
張
の
正
当
な
る
こ
と
を
確
濡
し
て
い
る
彼
ら
と
し

て
は
、
間
違
っ
て
い
る
の
は
文
部
省
だ
か
ら
、
そ
ち
ら
か
ら
足
を
運
ん
で
来
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瀧川事件のnt問題点（松尾）

る
べ
き
だ
と
い
う
肚
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
推
測
す
れ
ば
、
佐
々

木
最
終
案
は
す
で
に
文
部
省
に
つ
た
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
拒
否
反
応
が
示
さ

れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
本
野
工
学
部
長
は
佐
々
木
の
意
を

酌
ん
だ
小
西
の
意
を
体
し
て
文
部
省
側
と
折
衝
を
試
み
た
も
の
の
ご
と
く
、

瀧
川
処
分
を
あ
く
ま
で
是
と
す
る
文
部
省
側
の
西
下
を
拒
む
態
度
に
よ
っ
て
、

交
渉
は
不
調
に
終
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
一
見
互
に
面
子
を
張
り
あ
っ
て

い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
根
底
に
お
い
て
双
方
の
主
張
に
は
歴
然
た
る

差
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
の
記
述
に
よ
り
、
六
月
九
日
に
小
西
総
長
が
文
部
省
に
提
示
し
た
の

は
法
学
部
教
授
団
の
中
心
人
物
た
る
佐
々
木
惣
一
作
成
の
案
で
あ
り
、
こ
れ

が
拒
否
さ
れ
た
あ
と
、
六
月
一
四
日
に
公
表
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
小
西
解
決
案

と
は
、
実
は
文
部
官
僚
の
古
参
た
る
田
所
美
治
の
案
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ

び
小
西
解
決
案
に
よ
る
収
拾
失
敗
後
も
、
七
月
七
日
松
井
元
興
新
総
長
の
登

場
ま
で
の
間
に
、
事
件
解
決
へ
の
模
索
が
続
け
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
小
西
解
決
案
を
法
学
部
教
授
団
が
拒
否
し
た
の
は
、
解
決
案
の
文
言

の
不
備
だ
け
で
は
な
く
、
瀧
川
幸
辰
の
復
職
問
題
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
雷
及

が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
佐
々
木
は
瀧
川
の
即
時
復
職
は
無
理

と
み
て
、
こ
れ
を
将
来
の
問
題
に
ゆ
ず
り
、
さ
ら
に
は
小
西
解
決
案
公
表
後

も
瀧
川
復
職
を
総
長
の
努
力
倒
標
に
ま
で
引
下
げ
て
局
面
の
打
開
に
つ
と
め

た
の
で
あ
る
が
、
文
部
当
局
の
瀧
川
処
分
に
つ
い
て
は
一
歩
も
譲
ら
ぬ
強
硬

姿
勢
の
た
め
、
不
毛
に
終
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
文
部
省
の
強
硬
姿
勢
の
背
後
に
は
、
鳩
山
が
戦
後
も
ら
し
た
よ
う
に
、
軍

部
と
こ
れ
に
結
ぶ
右
翼
の
圧
力
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

瀧
川
復
職
に
言
及
す
る
こ
と
は
文
部
省
の
非
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
当
初

か
ら
そ
の
意
図
し
て
い
た
大
学
統
制
す
な
わ
ち
大
学
自
治
の
破
壊
を
貫
徹
で

き
ぬ
結
果
と
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
文
部
省
の
こ

の
当
初
か
ら
の
意
図
に
つ
い
て
は
別
稿
に
護
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
他
方
、
な
ぜ
佐
々
木
は
瀧
川
復
職
に
最
後
ま
で
こ
だ
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
か
つ
て
一
九
一
四
年
の
沢
柳
事
件
に
際
し
て
は
、
京
大
法
科
教
授
団
は

文
部
大
臣
か
ら
人
事
に
お
け
る
教
授
会
の
自
治
承
認
の
一
札
を
と
っ
た
こ
と

で
満
足
し
た
。
沢
柳
に
よ
っ
て
事
実
上
誠
首
さ
れ
た
七
教
授
は
誰
一
人
復
職

し
な
か
っ
た
。
こ
の
先
例
に
比
べ
る
と
き
、
佐
々
木
の
態
度
は
一
見
頑
固
に

す
ぎ
る
よ
う
に
み
え
る
。
事
実
、
京
大
他
学
部
は
こ
れ
を
頑
固
と
み
て
、
妥

協
す
る
よ
う
説
得
に
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
沢
柳
事
件
と
滝
川
事
件
と
は
そ
の
前
提
が
異
っ
た
。
第
一
に
形
式

的
に
い
え
ば
、
沢
柳
事
件
の
と
き
京
大
を
去
ら
し
め
ら
れ
た
七
人
前
教
授
は

す
べ
て
法
科
大
学
以
外
の
大
学
に
属
し
、
そ
の
所
属
大
学
か
ら
は
ま
っ
た
く

抗
議
の
声
は
出
な
か
っ
た
。
そ
の
上
七
人
と
も
沢
趨
の
辞
職
勧
告
を
無
抵
抗
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に
受
入
れ
、
依
願
免
官
の
か
た
ち
を
と
っ
た
。
本
人
も
数
授
会
も
と
も
に
処

分
に
反
対
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
強
引
な
休
職
処
分
を
受
け
た
瀧
川

事
件
と
は
大
き
な
ち
が
い
が
あ
る
。

　
第
二
に
実
質
面
か
ら
い
っ
て
、
沢
柳
事
件
発
生
の
と
き
に
は
、
京
大
に
お

け
る
教
授
人
事
に
関
す
る
大
学
の
自
治
は
ま
だ
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
慣

例
は
存
在
し
た
が
、
沢
柳
は
こ
れ
を
無
視
し
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
総
長
の

行
為
を
非
と
す
る
趣
旨
の
一
札
を
文
相
か
ら
と
り
、
総
長
が
引
責
辞
職
し
た

と
き
、
は
じ
め
て
「
大
学
の
自
治
」
は
慣
習
法
的
に
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

瀧
川
事
件
の
場
合
は
す
で
に
確
立
し
て
い
た
自
治
が
破
壊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
そ
の
修
復
の
た
め
に
は
、
単
に
文
相
か
ら
口
先
だ
け
の
自
治
尊

重
の
確
認
を
と
り
つ
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
瀧
川
の
復
職
を
約
束
さ
せ
る
こ

と
が
必
要
と
な
っ
た
。
ま
し
て
当
の
貴
任
者
た
る
文
相
の
引
責
辞
職
が
み
ら

れ
な
い
以
上
、
復
職
の
言
質
は
ま
す
ま
す
必
要
で
あ
っ
た
。
戦
後
に
お
け
る

京
大
法
学
部
の
再
建
は
、
幣
原
内
閣
の
文
相
前
田
多
門
が
教
官
人
事
に
関
す

る
総
長
の
具
状
権
と
教
授
会
の
自
治
権
を
改
め
て
確
認
し
、
同
時
に
瀧
川
察

件
の
と
き
京
大
を
去
っ
た
教
授
た
ち
（
専
任
と
し
て
は
瀧
川
ひ
と
り
）
が
復

職
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
（
一
九
八
五
・
一
二
・
八
）

　
①
　
厳
密
に
い
え
ば
、
助
教
授
池
田
栄
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
中
で
辞
表
を
出
し
て
い

　
　
な
い
。
沢
柳
事
件
の
と
き
、
助
教
授
河
上
醗
が
ベ
ル
ギ
…
か
ら
辞
表
を
送
っ
て
い

　
　
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
（
邸
．
河
上
肇
全
集
』
2
4
、
三
七
二
頁
）
。

　
②
佐
々
木
惣
一
編
『
京
大
事
件
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
三
年
、
三
〇
六
頁
）
。

③
加
藤
は
小
西
教
授
の
下
で
教
育
学
を
専
攻
し
、
一
九
二
〇
年
卒
業
、
瀧
川
事
件

　
蜜
時
は
東
京
文
理
科
大
学
助
教
授
兼
東
京
高
等
師
範
学
校
教
授
。
小
西
が
上
京
す

　
る
た
び
ご
と
に
秘
魯
兼
護
衛
役
を
つ
と
め
た
。
本
書
は
瀧
川
事
件
研
究
上
第
一
級

　
の
資
料
で
あ
る
が
、
不
当
に
も
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
者
に
無
視
さ
れ
て
き
た
。

④
　
法
学
部
長
宮
本
英
雄
、
法
学
部
選
出
の
評
議
員
田
村
徳
治
、
末
川
博
の
三
人
は
、

　
辞
表
提
出
後
学
部
長
会
議
や
評
議
会
に
欠
席
し
た
。
こ
の
た
め
正
式
の
学
部
長
会

　
議
や
評
議
会
に
代
っ
て
、
学
部
長
懇
談
会
や
評
議
員
懇
談
会
が
し
ば
し
ば
招
集
さ

　
れ
た
。

⑤
　
加
藤
本
は
「
五
月
二
十
一
日
（
水
）
の
総
長
メ
モ
に
、
『
佐
々
木
氏
最
後
案
持

　
参
（
以
下
略
）
』
な
ど
の
文
章
が
あ
る
」
と
し
て
、
佐
々
木
案
が
小
西
の
も
と
に

　
届
い
た
の
が
五
月
一
二
日
の
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
五
月

　
二
一
日
は
瀧
摺
処
分
前
で
あ
る
し
、
ま
た
日
曜
日
で
あ
っ
て
水
曜
日
で
は
な
い
。

　
佐
々
木
が
「
最
後
案
」
を
持
参
し
た
の
は
後
述
の
ご
と
く
六
月
二
一
目
（
水
）
の

　
こ
と
で
あ
る
。
佐
々
木
が
最
初
の
案
を
小
西
に
媚
け
た
の
は
、
佐
々
木
の
メ
モ
の

　
入
っ
て
い
る
封
筒
に
「
第
一
便
（
六
月
七
日
京
都
宅
宛
）
」
の
記
入
の
あ
る
ご
と

　
く
、
六
月
七
三
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

⑥
こ
の
文
面
は
六
月
十
四
霜
朝
、
小
西
の
口
述
を
加
藤
が
筆
記
し
た
も
の
。
こ

　
れ
が
田
所
案
そ
の
も
の
か
、
小
西
が
い
く
ら
か
手
を
入
れ
た
も
の
か
は
不
明
で
あ

　
る
。

⑦
加
藤
本
は
「
全
」
の
あ
と
を
「
以
下
不
明
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
は
ま

　
さ
か
全
部
を
進
達
す
べ
ぎ
で
な
い
と
い
う
よ
う
な
分
裂
策
謀
的
発
書
で
は
あ
る
ま

　
い
。

⑧
鳩
山
は
｝
九
四
六
年
五
月
の
公
職
追
放
に
際
し
、
瀧
用
処
分
は
「
軍
部
と
右
翼

　
に
せ
き
立
て
ら
れ
て
ね
」
と
語
っ
た
（
瀧
川
事
件
東
大
編
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